
 

 

平  成  25 年 

 

 

 

宝達志水町議会会議録 
 

 

 

 

第２回臨時会 
平成25年５月８日 開会 

平成25年５月８日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝達志水町議会 



－1－ 

 

本臨時会に付議された議案件名 

 

同意第２号 教育委員会委員の任命について 

同意第３号 教育委員会委員の任命について 

同意第４号 固定資産評価員の選任について 
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平成25年５月８日（水曜日） 

 

 ◎出席議員 

    １ 番   杉 本 久実男      ８ 番   林   一 郎 

    ２ 番   寳 達 典 久      ９ 番   守 田 幸 則 

    ３ 番   久 保 喜 六      10 番   北 本 俊 一 

    ４ 番   土 上   猛      11 番   金 田 之 治 

    ５ 番   柴 田   捷      12 番   小 島 昌 治 

    ６ 番   宮 本   満      13 番   北   信 幸 

    ７ 番   津 田   勤      14 番   近 岡 義 治 

 

 ◎欠席議員 

    な し 

 

 ◎職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

議 会 事 務 局 長 岡 田 正 人 

主 任 燕   啓 介 

 

 ◎説明のため議場に出席した者の職氏名 

町 長 津 田   達 

副 町 長 中 谷 浩 之 

教 育 長 山 下   茂 

総 務 課 長 米 谷 勇 喜 

財 政 課 長 松 浦 敏 昭 

情 報 推 進 課 長 松 原 富美男 

住 民 課 長 村 井 一 隆 

税 務 課 長 村 井 康 志 

環 境 安 全 課 長 越 野 好 則 

健 康 福 祉 課 長 松 栄   忍 
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保 健 予 防 課 長 中 村   努 

産 業 振 興 課 長 近 岡 和 良 

ふるさと振興室長 村 井 仁 志 

地 域 整 備 課 長 谷 川 弘 一 

学 校 教 育 課 長 田 村 淳 一 

生 涯 学 習 課 長 村 井 伸 行 

会 計 課 長 林 谷 茂 和 

志雄病院事務局長 高 畠 信 夫 

 

 ◎議事日程 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

    日程第２  会期の決定 

    日程第３  諸般の報告 

    日程第４  同意第２号 教育委員会委員の任命について 

    日程第５  同意第３号 教育委員会委員の任命について 

    日程第６  同意第４号 固定資産評価員の選任について 

    日程第７  同意案件に対する質疑・討論の省略 

    日程第８  採決 
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午前11時00分開会 

 

◎開会・開議 

○議長（守田幸則君） ただいまから平成25年第２回宝達志水町議会臨時会を開会いたし

ます。 

 ただいまの出席議員は14名であります。よって、地方自治法第113条に規定する定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（守田幸則君） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、宝達志水町議会会議規則第120条の規定によって、３番 久保喜六

君、２番 寳達典久君を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（守田幸則君） 次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う声あり〕 

○議長（守田幸則君） 御異議ないものと認めます。したがって、会期は本日１日とする

ことに決定をいたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（守田幸則君） 次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

 まず、監査委員から、平成25年２月分及び３月分に関する例月出納検査の結果報告があ

りましたので、写しをお手元に配付しておきましたから御了承願います。 

 次に、今臨時会の説明員の職・氏名は、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎町長提出議案の上程・説明 
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○議長（守田幸則君） これより、日程第４ 同意第２号 教育委員会委員の任命につい

てから日程第６ 同意第４号 固定資産評価員の選任についてまでの３件を一括して議題

といたします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 町長 津田 達君。 

〔町長 津田 達君 登壇〕 

○町長（津田 達君） 本日、ここに平成25年第２回宝達志水町議会臨時会を招集申し上

げましたところ、議員各位におかれましては、公私ともに御多忙の折にもかかわりませず、

御参集を賜りましたことに、心から御礼を申し上げます。 

 さて、今臨時会に提案いたします案件は、任期満了に伴う教育委員会委員の任命に関す

る案件２件及び固定資産評価員の選任に関する案件１件、合わせて３件の人事案件であり、

その内容について、順次、御説明申し上げます。 

 まず、同意第２号 教育委員会委員の任命については、宝達志水町今浜新イ108番地、

近岡由裕氏を再任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 同じく、同意第３号につきましては、宝達志水町杉野屋ワ195番地、中橋 樹氏を新た

に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

 両氏におかれましては、優れた人格と豊かな識見を有されており、本町の教育行政の発

展に寄与していただけるものと考えております。 

 なお、退任される山下 茂氏におかれましては、平成21年５月に教育委員会委員に就任

されるとともに、４年間、教育長として、統合中学校建設事業の推進をはじめ、教育委員

会の運営並びに教育行政の推進・発展に御尽力を賜りましたことに対し、厚く御礼を申し

上げる次第であります。 

 続いて、同意第４号 固定資産評価員の選任についてであります。 

 この件につきましては、先の定期人事異動により、税務課長が交替したことに伴い、新

たに税務課長となった宝達志水町御舘カ168番地、村井康志氏を選任いたしたく、地方税

法第404条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 以上、案件の提案理由を申し上げましたが、適切なる御決議を賜りますようお願い申し

上げ、説明を終わります。 
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○議長（守田幸則君） 提出者の提案理由の説明は終わりました。 

 

◎同意案件に対する質疑・討論の省略 

○議長（守田幸則君） お諮りいたします。同意第２号 教育委員会委員の任命について

から同意第４号 固定資産評価員の選任についてまでの３件は、人事案件につき、質疑、

討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う声あり〕 

○議長（守田幸則君） 御異議ないものと認めます。したがって、同意第２号から同意第

４号までの３件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 

 

◎採  決 

○議長（守田幸則君） これより採決を行います。 

 同意第２号 教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 同意第２号は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う声あり〕 

○議長（守田幸則君） 御異議なしと認めます。したがって、同意第２号は原案のとおり

同意することに決定をいたしました。 

 

○議長（守田幸則君） 次に、同意第３号 教育委員会委員の任命についてを採決いたし

ます。 

 同意第３号は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う声あり〕 

○議長（守田幸則君） 御異議なしと認めます。したがって、同意第３号は原案のとおり

同意することに決定をいたしました。 

 ただいま新たに教育委員会委員に任命同意されました中橋 樹君から挨拶の申し出があ

りますので、これを許します。 

 中橋 樹君の入場を許します。 

〔教育委員会委員 中橋 樹君 入場〕 

○教育委員会委員（中橋 樹君） このたび教育委員として議員皆様方の御同意をいただ

きました中橋と申します。 
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 微力ではございますが、町教育行政の振興発展のため全力で取り組む所存でございます

ので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 甚だ簡単でございますが、以上ご挨拶とさせていただきます。（拍手） 

○議長（守田幸則君） 中橋 樹委員におかれましては、教育委員会委員として、町の教

育発展のため、今後とも頑張っていただきたいと思います。 

 

○議長（守田幸則君） 次に、同意第４号 固定資産評価員の選任についてを採決いたし

ます。 

 同意第４号は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う声あり〕 

○議長（守田幸則君） 御異議なしと認めます。したがって、同意第４号は原案のとおり

同意することに決定をいたしました。 

 

◎閉議・閉会 

○議長（守田幸則君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成25年第２回臨時会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでございました。 

 

午前11時10分閉会 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

                    議  長   守 田 幸 則 

 

                    署名議員   久 保 喜 六 

 

                    署名議員   寳 達 典 久 


